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１ 条例案 

   第１２３号議案 水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく 

排水基準を定める条例の一部を改正する条例 

                                                                    ・・・ １ 

 

２ 予算案 

   第１０３号議案 令和６年度島根県一般会計補正予算（第４号） 

［関係分］ 

                                                                    ・・・ ２ 

       

３ 報告事項 

（１）令和７年度島根かみあり国スポ強化指定校の追加指定について 

                                                                  ・・・ ４ 

 

（２）宍道湖及び中海に係る第８期の湖沼水質保全計画（素案）に 

ついて 

                                                                  ・・・１０ 

 

                         

【別冊資料】 

  資料１ 宍道湖に係る湖沼水質保全計画（第８期）（素案） 

 

  資料２ 中海に係る湖沼水質保全計画（第８期）（素案） 
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令和６年 10 月１日・２日 

環境厚生委員会資料 

環境生活部環境政策課 【第１２３号議案】 

 

水質汚濁防止法第 3条第 3項の規定に基づく排水基準を定める条例の一部を改正

する条例 

 

１.現行の条例による規制内容 

都道府県は、水質汚濁防止法（以下「法」という。）で定める排水基準で

は、人の健康保護や生活環境保全が十分でないと認められる管内の区域につい

て、法第３条第３項の規定により、より厳しい排水基準（上乗せ排水基準）を

定めることができる。 
 
※島根県では、中海・宍道湖等の水域、神西湖等の水域、浜田川等の３水域において、

条例でより厳しい排水基準を定めている。 
 

法では、平均的な排出水量50㎥/日以上の特定事業場に対して、大腸菌群数の

排水基準を適用しているが、条例では、特定の３水域において平均的な排出水量

25㎥/日以上50㎥/日未満の特定事業場に対して、同基準を適用している。 

 

２.提案理由 

  水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、ふん便汚染

の指標に係る排水基準の項目及び許容限度が大腸菌群数（3000 個/cm3）から大

腸菌数（800CFU/ml）に改正され、令和７年４月１日より施行されることにな

った。 

この改正にあわせて、条例で規定する上乗せ排水基準について一部改正の必

要があるため。 

なお、本改正は、規制対象となる事業者の拡大や排水処理能力の向上など、

事業者に対し、新たな負担を求めるものではない。 

 

３.条例の概要 

  上乗せ排水基準の項目及び許容限度（基準値）に係る規定の整備 
 

【内容】 

上乗せ排水基準の項目及び許容限度のうち、以下の⑴及び⑵の改正を行う。  

⑴  ふん便汚染の規制項目である「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改正 

⑵  上記⑴の許容限度（日間平均）を「3,000 個/cm3」から「800CFU(コ

ロニー形成単位)/ml」に改正 

 

４.施行期日 

  令和７年４月１日 
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令和６年10月１日･２日

【第１０３号議案】 環境厚生委員会資料

環  境  生  活  部

課別予算額（一般会計）
（単位：千円）

補正前の額 補正額 計
Ａ Ｂ Ａ＋Ｂ

327,727 15,710 343,437

205,201 ▲ 321 204,880

2,008,219 14,396 2,022,615

1,577,135 11,426 1,588,561

401,222 1,855,213 2,256,435

1,059,807 2,741 1,062,548

839,493 9,050 848,543

205,197 ▲ 12,754 192,443

6,624,001 1,895,461 8,519,462

　うち一般職給与費 946,579 95,461 1,042,040

　うち事業費 5,677,422 1,800,000 7,477,422

合　　　　　計

令和６年度島根県一般会計補正予算（第４号）の概要

（令和６年度９月補正）

課　　　　　　　名

環 境 生 活 総 務 課

人 権 同 和 対 策 課

文 化 国 際 課

ス ポ ー ツ 振 興 課

自 然 環 境 課

環 境 政 策 課

廃 棄 物 対 策 課

島根かみあり国スポ・
全 ス ポ 準 備 室
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（単位：千円）

課　　　名

事業名称 国庫 使・手 寄・分 県債 その他 一般財源

合　　　　　　　計 6,624,001 1,895,461 8,519,462 0 0 0 0 0 1,895,461

環境生活総務課 327,727 15,710 343,437 0 0 0 0 0 15,710

一般職給与費 163,156 15,710 178,866 15,710

人権同和対策課 205,201 ▲ 321 204,880 0 0 0 0 0 ▲ 321

一般職給与費 90,023 ▲ 321 89,702 ▲ 321

文化国際課 2,008,219 14,396 2,022,615 0 0 0 0 0 14,396

一般職給与費 227,527 14,396 241,923 14,396

スポーツ振興課 1,577,135 11,426 1,588,561 0 0 0 0 0 11,426

一般職給与費 60,859 11,426 72,285 11,426

401,222 1,855,213 2,256,435 0 0 0 0 0 1,855,213

一般職給与費 83,679 55,213 138,892 55,213

21,749 1,800,000 1,821,749 1,800,000

自然環境課 1,059,807 2,741 1,062,548 0 0 0 0 0 2,741

一般職給与費 86,598 2,741 89,339 2,741

環境政策課 839,493 9,050 848,543 0 0 0 0 0 9,050

一般職給与費 149,979 9,050 159,029 9,050

廃棄物対策課 205,197 ▲ 12,754 192,443 0 0 0 0 0 ▲ 12,754

一般職給与費 84,758 ▲ 12,754 72,004 ▲ 12,754

島根かみあり国スポ・全スポ準備室

一般職員　20人　→　21人

一般職員　12人　→　10人

補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

一般職員　21人　→　21人

一般職員　13人　→　11人

一般職員　29人　→　31人

一般職員　８人　→　10人

一般職員　11人　→　20人

一般職員　12人　→　12人

  令和12年に島根県で開催を予定している第84回国民スポーツ大
会・第29回全国障害者スポーツ大会の開催に要する経費（運営
費）の財源に充てるため、決算剰余金を活用し基金積立を実施

 国民スポーツ大会・
 全国障害者スポーツ
 大会
 開催基金積立事業費
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No. 競技 男女

環 境 厚 生 委 員 会 資 料
令 和 6 年 10 月 1 日 ・ 2 日
ス ポ ー ツ 振 興 課

1

2

3

令和７年度島根かみあり国スポ強化指定校の追加指定について

松江東高校

出雲北陵高校

松江南高校

ソフトテニス

ソフトテニス 女子

女子

ローイング
（ボート）

男子

学校名

　令和12年（2030年）島根かみあり国スポに向けて高校生の競技力向
上を図るため、「島根かみあり国スポ強化指定校」として、開催年度
末までの長期指定を行い、今年度から支援をしている。
　指定については、島根県高等学校体育連盟から推薦のあった学校の
中から、指定基準（別添資料）に基づいて、島根県競技力向上対策本
部が県教育委員会と協議のうえ決定することとしている。
　このたび、令和７年度の追加指定を以下のとおり行った。
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指定校 指定の種類 備考 指定校 指定の種類 備考
1 - - - -

2 - - - -

3 - - - -

4 - 個人指定 - 個人指定
競 泳 - - - -
水 球 江 津 高 校 単独 - -
飛 込 - - - -
ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ - - - -

立正大学淞南高校 複数 松 江 商 業 高 校 拠点
大 社 高 校 複数 - -

7 開 星 高 校 単独 - -
江 津 工 業 高 校 拠点 松 江 東 高 校 拠点
松 江 東 高 校 拠点 R7年度指定 - -

9 横 田 高 校 単独 横 田 高 校 単独
10 - 個人指定 - 個人指定

安 来 高 校 複数 安 来 高 校 単独
松 江 工 業 高 校 複数 - -

ﾋﾞｰﾁﾊﾞ ﾚｰ ﾎﾞ ｰﾙ 大 東 高 校 拠点 - -
大 社 高 校 複数 大 社 高 校 複数
浜 田 高 校 複数 浜 田 高 校 複数

新 体 操 - - 開 星 高 校 単独
13 松 江 東 高 校 単独 松 江 商 業 高 校 単独

隠 岐 島 前 高 校 単独 隠 岐 島 前 高 校 単独
松 江 工 業 高 校 拠点 - -

15 隠 岐 水 産 高 校 拠点 隠 岐 水 産 高 校 拠点
16 出 雲 農 林 高 校 拠点 出 雲 農 林 高 校 拠点
17 江 津 高 校     複数※ 江 津 高 校     複数※
18 出 雲 工 業 高 校 拠点 出 雲 工 業 高 校 拠点

松 江 工 業 高 校 複数 松 江 西 高 校 複数
出 雲 北 陵 高 校 複数 出 雲 北 陵 高 校 複数 R7年度指定

- - 松 江 南 高 校 複数 R7年度指定
20 出 雲 北 陵 高 校 単独 明 誠 高 校 単独
21 - - - -
22 隠 岐 水 産 高 校 拠点 - -
23 - - - -
24 安 来 高 校     複数※ 安 来 高 校 拠点

開 星 高 校 複数 出 雲 西 高 校 複数
平 田 高 校 複数 平 田 高 校 複数

26 三 刀 屋 高 校 単独 三 刀 屋 高 校 単独
27 松 徳 学 院 高 校 単独 松 江 商 業 高 校 単独
28 出 雲 高 校     複数※ 出 雲 高 校     複数※
29 立正大学淞南高校 単独 立正大学淞南高校 単独
30 大 社 高 校 単独 大 社 高 校 単独
31 石見智翠館高校 単独 石見智翠館高校 単独
32 - - - -

島 根 中 央 高 校 拠点 島 根 中 央 高 校 拠点
出 雲 農 林 高 校 拠点 出 雲 農 林 高 校 拠点
松 江 東 高 校 複数 松 江 東 高 校 複数
出 雲 工 業 高 校 複数 出 雲 工 業 高 校 複数

35 - - - -
36 - - - -
37 - - - -
38 - - 出 雲 北 陵 高 校 単独
39 - - - -
40 - - - -
41 - - - -

指定校数  ：27（男子：22校 女子：23校 男女で重複あり）
指定競技数 ：29（男子：28競技 女子：26競技 男女で重複あり）
指定部活動数：67（男子：36 女子：31）
※2競技（陸上競技、ボクシング）は個人指定

ロ ー イ ン グ （ ボ ー ト ）8

ソ フ ト テ ニ ス19

島根かみあり国スポ強化指定校（競技別）
No.

銃 剣 道
空 手 道

6 人 制

男子 女子

柔 道

ア ー チ ェ リ ー

カ ヌ ー

ス ポ ー ツ ク ラ イ ミ ン グ
ラ グ ビ ー フ ッ ト ボ ー ル
剣 道
ラ イ フ ル 射 撃
弓 道
バ ド ミ ン ト ン
ソ フ ト ボ ー ル

馬 術

ト ラ イ ア ス ロ ン
ゴ ル フ
ボ ウ リ ン グ
な ぎ な た
ク レ ー 射 撃

軟 式 野 球
卓 球

フ ェ ン シ ン グ

レ ス リ ン グ

セ ー リ ン グ （ ヨ ッ ト ）

自 転 車
ハ ン ド ボ ー ル
ウ エ イ ト リ フ テ ィ ン グ

34

12

5

6

11

33

14

25

※今後2校以上を指定予定

水 泳

サ ッ カ ー

テ ニ ス

競技名

陸 上 競 技
ス キ ー
ア イ ス ホ ッ ケ ー
ス ケ ー ト

ホ ッ ケ ー
ボ ク シ ン グ

バレー
ボール

競 技体 操

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル

相 撲
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男子 女子
指定競技 指定競技

バ レ ー ボ ー ル バ レ ー ボ ー ル

フ ェ ン シ ン グ フ ェ ン シ ン グ

2 情 報 科 学 高 校 - -

3 松 江 北 高 校 - -

4 松 江 南 高 校 - ソ フ ト テ ニ ス

ロ ー イ ン グ （ ボ ー ト ） ロ ー イ ン グ （ ボ ー ト ）

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル -

ア ー チ ェ リ ー ア ー チ ェ リ ー

バ レ ー ボ ー ル

レ ス リ ン グ

ソ フ ト テ ニ ス

サ ッ カ ー

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル

バ ド ミ ン ト ン

8 松 江 農 林 高 校 - -

9 大 東 高 校 ビ ー チ バ レ ー ボ ー ル -

10 横 田 高 校 ホ ッ ケ ー ホ ッ ケ ー

11 三 刀 屋 高 校 ソ フ ト ボ ー ル ソ フ ト ボ ー ル

12 飯 南 高 校 - -

13 平 田 高 校 柔 道 柔 道

14 出 雲 高 校 弓 道 弓 道

自 転 車 自 転 車

ア ー チ ェ リ ー ア ー チ ェ リ ー

16 出 雲 商 業 高 校 - -

ウ エ イ ト リ フ テ ィ ン グ ウ エ イ ト リ フ テ ィ ン グ

カ ヌ ー カ ヌ ー

サ ッ カ ー 体 操

体 操 剣 道

剣 道

19 大 田 高 校 - -

20 邇 摩 高 校 - -

21 島 根 中 央 高 校 カ ヌ ー カ ヌ ー

22 矢 上 高 校 - -

水 球 -

ハ ン ド ボ ー ル ハ ン ド ボ ー ル

24 江 津 工 業 高 校 ロ ー イ ン グ （ ボ ー ト ） -

25 浜 田 高 校 体 操 体 操

26 浜 田 商 業 高 校 - -

27 浜 田 水 産 高 校 - -

28 益 田 高 校 - -

29 益 田 翔 陽 高 校 - -

30 吉 賀 高 校 - -

31 津 和 野 高 校 - -

32 隠 岐 高 校 - -

33 隠 岐 島 前 高 校 レ ス リ ン グ レ ス リ ン グ

セ ー リ ン グ （ ヨ ッ ト ） セ ー リ ン グ （ ヨ ッ ト ）

相 撲 -

35 皆 美 が 丘 女 子 高 校 - -

テ ニ ス 新 体 操

柔 道 -

サ ッ カ ー -

ラ イ フ ル 射 撃 ラ イ フ ル 射 撃

38 松 徳 学 院 高 校 バ ド ミ ン ト ン -

39 松 江 西 高 校 - ソ フ ト テ ニ ス

ソ フ ト テ ニ ス ソ フ ト テ ニ ス

卓 球 な ぎ な た

41 出 雲 西 高 校 - 柔 道

42 石 見 智 翠 館 高 校 ラ グ ビ ー フ ッ ト ボ ー ル ラ グ ビ ー フ ッ ト ボ ー ル

43 明 誠 高 校 - 卓 球

44 益 田 東 高 校 - -

指定部活動数：67（男子：36 女子：31）

17

40 出 雲 北 陵 高 校

36 開 星 高 校

37 立 正 大 学 淞 南 高 校

指定競技数 ：29（男子：28競技 女子：26競技 男女で重複あり）
指定校数  ：27（男子：22校 女子：23校 男女で重複あり）

※2競技（陸上競技、ボクシング）は個人指定

隠 岐 水 産 高 校

江 津 高 校

18

23

34

大 社 高 校

島根かみあり国スポ強化指定校（学校別）
学校名№

出 雲 農 林 高 校

15

6 松 江 工 業 高 校

1 安 来 高 校

松 江 東 高 校5

7 松 江 商 業 高 校

-

-

出 雲 工 業 高 校
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宍道湖及び中海に係る第８期の湖沼水質保全計画（素案）について 

 

１．概要、経過 

 ・宍道湖及び中海は、昭和６３年度に湖沼水質保全特別措置法（昭和５９年法律第

６１号。）第３条に基づき、特に水質の保全に関する施策を講ずる必要がある湖

沼として指定された。 

 ・環境基準の達成を目的とし、平成元年度から７期３５年にわたり湖沼水質保全計

画を策定し、各種の水質保全対策を総合的かつ計画的に推進してきた。第５期計

画からは望ましい湖沼の将来像である長期ビジョンの実現を目指し取組んでい

る。 

 ・これらの対策により、両湖の水質は改善傾向がみられる地点もあるが、環境基準

の達成に至っていないため、第８期の湖沼水質保全計画を策定し、引き続き水質

保全対策を総合的に講ずる。 

 ・令和６年９月１０日に開催された環境審議会湖沼計画策定検討部会の審議を踏ま

え計画（素案）を作成し、パブリックコメントを実施する。 

 

２．素案の概要 

 ⑴水質目標値 

   第７期計画の水質目標を達成した項目（宍道湖の全窒素）については、水質目

標を引き上げることとし、それ以外の目標を達成しなかった項目については、第

７期計画の水質目標を継続する。 

 ⑵水質保全に資する取組 

   下水道整備等の生活排水対策や森林の適正管理、市街地、道路側溝の清掃など、

流入負荷対策を継続することに加え、新たに次の項目に取組む。 

   ①豊かな汽水域生態系の保全再生にむけた取組みの推進 

    ・水質モニタリング（底層溶存酸素量、透明度など）の実施 

    ・魚類等の生息場や鳥類の採餌環境の創出を図る浅場整備手法の検討 

    ・藻場の拡大及び持続的な保全を行う藻場造成事業の検討 

    ・浅場造成区域における簡易な藻場造成手法の開発 

   ②気候変動が水質に及ぼす影響の把握 

    ・水質モニタリングの実施 

    ・気候変動が水質に及ぼす影響を予測するなどの調査研究 

 

３．今後の予定 

 ・令和６年１０月１日～３１日 パブリックコメント 

 ・  〃  １１月       環境審議会第２回検討部会 

 ・  〃  １２月       環境審議会から答申 

                  （法定協議） 

 ・令和７年 ３月       湖沼水質保全計画策定、公表 

令和６年１０月１日・２日 

環 境 厚 生 委 員 会 資 料 

環境生活部環境政策課 
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